
単位 使用料 備考 単位 使用料 備考

フットライト 1列 500円 音響反射板 1式 3,000円

ボーダーライト 1列 500円 平台 1台 100円

サスペンションライト 1列 1,000円 箱馬 1個 100円

フロントサイドライト 1式 1,000円 ヒナ段ケコミ板 1式 600円

ホリゾントライト 1式 1,000円 金屏風・銀屏風 1双 1,000円

センターピンスポットライ

ト

1台 700円 演台 1式 600円

シーリングライト 1式 1,000円 司会者台 1台 200円

トーメンタルライト 1台 500円 指揮者台 1台 200円

天井反射板ライト 1式 1,000円 指揮者用譜面台 1台 100円

プロセニアライト 1列 1,000円 演奏者用譜面台 1台 50円

色紙(プラステート) 1式 2,000円 めくり台 1台 50円

効果器 1台 500円 地絣 1枚 500円

照明器具 拡声装置 1式 1,500円 国旗・町旗 1枚 100円

音響関係器具 持込器具（電気） 1KW 100円 ピアノ　(1) 1台 8,000円

ヤマハCF－

Ⅲ

リハーサルモニター装置 1式 1,500円 ピアノ　(2) 1台 2,000円 ヤマハC3E

コンデンサーマイク 1個 500円  16ミリ映写機  1式  5,000円

 入場料を徴

 収しない場合

 は3,000円

ダイナミックマイク 1個 300円

オーバーヘッドプロ

ジェクタ

1式 500円

ワイヤレスマイク 1式 700円  ビデオプロジェクター  1式  3,000円

エアーモニターマイク 1式 1,000円 スライド映写機 1式 3,000円

3点吊りマイク装置 1式 1,000円  ビデオ録画  1式  300円

ガンマイク 1個 1,000円 その他 お茶道具 1式 1,000円

リボン'マイク 1個 1,000円

テープ・CD卓 1式 1,000円

はね返りスピーカー 1式 600円

第7編　教育(徳之島町文化会館の設置及び管理こ関する条例施行規則)

文化会館設備等利用料金

設備等の名称

会館の

各施設

および

設備ご

利用後

は元の

位置に

戻し、

掃除ま

でお願

いしま

す。

設備等の名称

舞台器具

ピアノ

映写映像器具


